
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パチンコ機の遊技盤に装着されかつ 回転軸回りの回転動作によ
って外周面に配列された複数個の図柄を変動表示する図柄ドラムを有するパチンコ機の可
変表示装置であって、
　前記図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄を映し出す鏡面を有する反射部材を
備え、
　前記反射部材は、前記図柄ドラムの回転軸 後側に位置して配設され、
　前記反射部材の鏡面には、前記図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄のうち、
回転軸 後側に位置する図柄が前記図柄ドラムの回転動作に応じて順次映し出
され、かつ当該図柄の虚像が前記遊技盤の前方から視認されるように構成されていること
を特徴とするパチンコ機の可変表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のパチンコ機の可変表示装置であって、
　前記反射部材は、図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄

を映し出す第１の鏡面と、その第１の鏡面に映し出された図柄
の虚像を映し出して前方に向けて反射させる第２の鏡面とを有していることを特徴とする
パチンコ機の可変表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【産業上の利用分野】
　この発明はパチンコ機の遊技盤に装着され、機械的手段によって図柄を変動表示するパ
チンコ機の可変表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　機械的手段によって図柄を変動表示する可変表示装置では外周面に配列された１組の図
柄をそれぞれ有する複数個の図柄ドラムが回転制御されて複数組の図柄の変動表示が行わ
れる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は回転動作によって図柄を変動表示する図柄ドラムを備えた可変表示装置におい
て、図柄の変動表示態様に特異性を付加することを課題とするものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、パチンコ機の遊技盤に装着されかつ 回転軸
回りの回転動作によって外周面に配列された複数個の図柄を変動表示する図柄ドラムを有
するパチンコ機の可変表示装置であって、
　前記図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄を映し出す鏡面を有する反射部材を
備え、
　前記反射部材は、前記図柄ドラムの回転軸 後側に位置して配設され、
　前記反射部材の鏡面には、前記図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄のうち、
回転軸 後側に位置する図柄が前記図柄ドラムの回転動作に応じて順次映し出
され、かつ当該図柄の虚像が前記遊技盤の前方から視認されるように構成されていること
を特徴とする。
【０００５】
　請求項２の発明は、請求項１に記載のパチンコ機の可変表示装置であって、
　前記反射部材は、図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄

を映し出す第１の鏡面と、その第１の鏡面に映し出された図柄
の虚像を映し出して前方に向けて反射させる第２の鏡面とを有していることを特徴とする
。
【０００６】
【作用】
　請求項１の発明では、図柄ドラムが回転すると、図柄ドラムの外周面に配列された複数
個の図柄が変動表示されると同時に、図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄のう
ち、回転軸 後側に位置する図柄が図柄ドラムの回転動作に応じて反射部材の
鏡面に順次映し出され、かつ当該図柄の虚像が遊技盤の前方から視認可能となる。
【０００７】
　請求項２の発明では、図柄ドラムが回転すると、図柄ドラムの外周面に配列された複数
個の図柄が変動表示されると同時に、図柄ドラムの外周面に配列された複数個の図柄のう
ち、回転軸 後側に位置する図柄が図柄ドラムの回転動作に応じて反射部材の
第１の鏡面に順次映し出され、その第１の鏡面に映し出された図柄の虚像が第２の鏡面に
映し出されて前方に向けて反射されるため、第２の鏡面に映し出された図柄の虚像が遊技
盤の前方から視認可能となる。
【０００８】
【発明の効果】
　この発明によれば、図柄ドラムの図柄変動時に鏡面に現わされた図柄を視認することが
できるので、図柄ドラムの表示面と鏡面との双方によって変動表示される図柄を認識する
ことができる。従って、図柄の変動態様に関して新たな趣向を加えることができ、かつ図
柄ドラムに表示される図柄の次に出現する図柄を予測することが可能となる効果がある。
【０００９】
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【実施例】
　次に、本発明の参考例１を図１と図２にしたがって説明する。パチンコ機の遊技盤１に
装着された可変表示装置において、遊技盤１に開設された開口部１ｂ内には遊技盤１に取
付けられた図示しない支持部材によってそれぞれ回転可能に支持されて横方向へ同心状態
で配列され、図示しないモータによって個々に回転制御されて遊技盤面１ａと並行で水平
な回転軸心を中心として回転する３つの円盤状の図柄ドラム２～２がその前端付近を遊技
盤面１ａから露出した状態で挿通されている。
【００１０】
　各図柄ドラム２の外周面にはその周方向へ同様な配列状態で配列されて図柄ドラム２の
回転時に図柄ドラム２の回転軸２ａの回りを順回りに旋回して変動表示される複数個１組
の図柄３がそれぞれ列記されている。
【００１１】
　各図柄ドラム２が回転すると、図柄ドラム２の回転軸２ａの上方から前方へ旋回移動し
た各表示図柄が順に変動表示されて図柄ドラム２の停止時に停止図柄が特定され、３つの
図柄ドラム２がそれぞれ特定した停止図柄の組合せによって入賞の成立，不成立が判定さ
れる。
【００１２】
　遊技盤１の若干前側には図柄ドラム２の表示図柄を装飾する凹面鏡状の反射部材５が各
図柄ドラム２の前部を包囲した状態で設置され、この反射部材５の上下部には図柄３の実
像を反転した虚像４を、この虚像４が遊技盤１の前方から正視されるようにして遊技盤面
１ａの近傍で映し出す上鏡面６および下鏡面７がそれぞれ凹曲面状に形成されている。
【００１３】
　上鏡面６は図柄ドラム２の回転軸２ａの上方に配設され、この上鏡面６には各図柄ドラ
ム２の回転軸２ａの前上方の第１の投射位置１０へ旋回した各組の図柄３の虚像４がその
図柄３の上方で映し出されて逆回りに変動表示され、下鏡面７は図柄ドラム２の回転軸２
ａの下方に配設され、この下鏡面７には各図柄ドラム２の回転軸２ａの前下方の第２の投
射位置１１へ旋回した各組の図柄３の虚像４がその図柄３の下方で映し出されて逆回りに
変動表示される。
【００１４】
　上下鏡面６，７は図柄３から出た光が上下鏡面６，７ではね返って遊技盤面１ａにほぼ
垂直な方向に沿って遊技盤１の前方へ直進するようにそれぞれ形成され、表示図柄の上方
および下方にはそれぞれ図柄３の虚像４が遊技盤１の前方から正視可能な状態で出現する
。
【００１５】
　各図柄ドラム２が回転すると、上下鏡面６，７には各組の図柄３が旋回する順回り方向
と反対方向へ逆回りに旋回する上下３対の虚像４が映し出され、各図柄３の変動停止時に
各虚像４が静止する。
【００１６】
　続いて、上記した構成を有する参考例１の作用と効果を説明する。本例では遊技盤面１
ａの前側には図柄ドラム２の回転軸２ａの回りを旋回する各図柄３のうち、第１の投射位
置１０へ旋回した図柄３の虚像４をその図柄３の上方で映し出して逆回りに変動表示する
上鏡面６と、回転軸２ａの回りを旋回する各図柄３のうち、第２の投射位置１１へ旋回し
た図柄３の虚像４をその図柄３の下方で映し出して逆回りに変動表示する下鏡面７とを配
設してある。
【００１７】
　このため、図柄ドラム２の図柄変動時に両鏡面６，７に現わされた図柄を視認すること
ができるので、図柄ドラム２の表示面と鏡面６，７との双方によって変動表示される図柄
を同時に認識することができる。従って、図柄の変動態様に関して新たな趣向を加えるこ
とができ、図柄ドラム２に表示される図柄の次に出現する図柄を予測することが可能とな
る効果がある。
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【００１８】
　また、図柄ドラム２の回転時に図柄ドラム２の各図柄３の虚像４を駆動手段を使用せず
に上下鏡面６，７によって明確に映し出すことができ、各図柄の実像と虚像４とを各実像
が順回りに旋回して各虚像４が逆回りに旋回するように混在させて変動表示することがで
き、各図柄３の変動表示と各図柄３の虚像４の変動表示とを同時に行うことができる。
【００１９】
　従って、図柄３の変動表示に際して遊技者にインパクトを与えるような動的な装飾効果
を表示図柄に付加して図柄群の表示態様および図柄像を特異化し、かつ、表示図柄に対す
る装飾効果を高めることができる。
【００２０】
　また、図柄３の旋回方向と逆回りに旋回移動する各虚像４が各実像の上方および上方に
出現し、各表示図柄が空中に浮かんだ状態となって変動表示されるので、表示図柄に対す
る動的な装飾効果を高めて図柄の表示態様の特異性を助長することができる。
【００２１】
　次に図３に示す本発明の第１実施例について説明すると、本例では各図柄ドラム２は遊
技盤面１ａに固定されたブラケット９によって回転可能に支持されている。
【００２２】
　ブラケット９には遊技盤１の前側に設置された凹面鏡状の反射部材５Ａが結合され、こ
の反射部材５Ａには図柄ドラム２の回転軸２ａの上方の第１の投射位置１０Ａへ旋回した
図柄３の虚像を映し出す上鏡面６Ａと、図柄ドラム２の下方に配置されて図柄ドラム２の
回転軸２ａの下方の第２の投射位置１１Ａへ旋回した図柄３の虚像を映し出すその図柄３
の下方で映し出す下鏡面７Ａとが形成されている。
【００２３】
　次に、図４に示す本発明の参考例２について説明すると、本例では、遊技盤１の前側に
は図柄ドラム２の上方および下方に配設されて上下対称状に傾斜した上下１対の平面鏡状
の反射部材５Ｂが上下方向へ離れて設置されている。
【００２４】
　上側の反射部材５Ｂには図柄ドラム２の上方に配置されて図柄ドラム２の回転軸２ａの
前上方の第１の投射位置１０Ｂへ旋回した図柄３の虚像をその図柄３の上方で映し出す上
鏡面６Ｂが形成され、下側の反射部材５Ｂには図柄ドラム２の下方に配置されて図柄ドラ
ム２の回転軸２ａの前下方の第２の投射位置１１Ｂへ旋回した図柄３の虚像をその図柄３
の下方で映し出す下鏡面７ｂが形成されている。
【００２５】
　次に、図５に示す本発明の第２実施例について説明すると、本例では遊技盤１の前側に
はそれぞれＬ形状に曲折して第１、第２の反射面を有する断面Ｌ字状の上下１対の反射部
材５Ｃが上下方向へ離れて設置されている。
【００２６】
　上側の反射部材５Ｃには図柄ドラム２の回転軸２ａの後上方の第１の投射位置１０Ｃへ
旋回した図柄３の虚像をその図柄３の光が上方へ反射してから前方へ反射するようにして
その図柄３の後上方で映し出して各図柄３を各虚像順回りに変動表示する上鏡面６Ｃが形
成され、下側の反射部材５Ｃには図柄ドラム２の回転軸２ａの後下方の第２の投射位置１
１Ｃへ旋回した図柄３の虚像をその図柄３の光が下方へ反射してから前方へ反射するよう
にしてその図柄３の後下方で映し出して各図柄３の各虚像を順回りに変動表示する下鏡面
７Ｃが形成されている。
【００２７】
　次に、図６に示す本発明の について説明すると、本例では遊技盤１の前側には
図柄ドラム２の上下方に配設されて直角２等辺３角形状の断面形状を有する上下１対のプ
リズム状の反射部材５Ｄが上下方向へ離れて設置されている。
【００２８】
　上側の反射部材５Ｄには図柄ドラム２の回転軸２ａの前上方の第１の投射位置１０Ｄへ
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旋回した図柄３をその図柄３の上方で映し出す上鏡面６Ｄが形成され、下側の反射部材５
Ｄには図柄ドラム２の回転軸２ａの前下方の第２の投射位置１１Ｄへ旋回した図柄３をそ
の図柄３の下方で映し出す下鏡面７Ｄが形成されている。
【００２９】
　上鏡面６Ｄおよび下鏡面７Ｄは遊技盤面１ａに対してそれぞれ逆向きに４５°傾斜した
状態で配設されている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の参考例１を示す可変表示装置の側面図である。
【図２】　同じく、斜視図である。
【図３】　本発明の第１実施例を示す可変表示装置の側面図である。
【図４】　本発明の参考例２を示す可変表示装置の側面図である。
【図５】　本発明の第２実施例を示す可変表示装置の側面図である。
【図６】　本発明の第３実施例を示す可変表示装置の側面図である。
【符号の説明】
１　遊技盤
２　図柄ドラム
３　図柄
４　虚像
５，５Ａ，５Ｂ，５Ｃ，５Ｄ　反射部材
６，６Ａ，６Ｂ，６Ｃ，６Ｄ　上鏡面
７，７Ａ，７Ｂ，７Ｃ，７Ｄ　下鏡面
１０，１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ　第１の投射位置
１１，１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃ，１１Ｄ　第２の投射位置
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【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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